
第１回会議からの継続検討事項（次期計画の基本目標）の考え方 

 

 

 こどもの権利条約の精神（子どもの最善の利益や権利の擁護など）を反映した

基本目標にした方がいいのではないか。 

 

 

次期計画の基本目標（案） 

≪第１回会議で御提示した内容≫ 

 県民が家庭を築き、安心して子どもを生み育てることができるとともに、 

全ての子ども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができ

る社会の実現 

 

 
 

○次期計画の基本目標（（案）については、計画策定に当たり勘案すべき、こども

大綱に記載されており、政府が実現を目指している（ここどもんななか社会」の

定義を引用しているところである。 

  ※2023 年６月に、こども家庭庁が掲げるここどもんななか」の趣旨に賛同し、愛知

県知事・はぐみなが、ここどもんななか応援サポーター」に就任している。 

○ここどもんななか社会」の具体的な説明（下線部）において、（ここどもの権利条

約の精神にのっとり」やこ権利の擁護」など（ここどもの権利」が踏んえられた

上で、『全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ること

ができる社会』が目指す目標として集約されていることから、 

 

事務局（案）としては、文量のバランスも考慮し、このままにさせていただき

たい。 

 

一方で、ここどもの権利」に関する事項については、次期計画においても大切な

要素であることから、計画の本文に適切に盛り込むことといたしんす。 

別添 

現行はぐみなプランの基本目標 

こ県民が家庭を築き、安心して子どもを生み育

てることができる社会の実現」を引き継ぐ。 

こども大綱７ページ抜粋 

≪第１回会議での御意見≫ 


